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第2回高齢者医療制度に関する検討会・資料   

「2．年齢で区分することについて（制度の建て方、名称等）」及び  

「3．広域連合の是非について」の考え方  

岩本 康志  

1．  

（考え方）   

保険制度の単位（加入者集団）には2つの意味があり，2つはかならずしも  

ー体ではない。   

2つの意味とは，（1）加入者のリスクをプールして，分散する（いわゆる「保  

険」の機能），（2）加入者の代理人として，効率的な医療サービスを実現させる機  

能（いわゆる「保険者機能」）。現実には．財政調整が導入され，両者はすでに  
帝離している。   

財政調整する理念が理解されれば，2つを分離して制度設計すればよい。  

（帰結1）  
1   

後者の機能が発揮しやすい形で実体的制度を設計し，リスクを適切にプール  

する集団の範囲でリスク構造調整をおこなえばいい。  

（帰結2）   

後期高齢者医療制度の負担ルールを実装する際に，独立制度とする必然性は  

なかった。負担の構造は別途，計算すればよい。  

2．  

（考え方）   

国保加入者の所得捕捉が困難，はもはや過去の事実である。国保加入者のな  

かの自営業・農業者は少数派である。  

（帰結）   

国保保険料は所得比例でよい。  

以上  

－1－   
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7
5
歳
以
上
の
高
齢
者
が
、
 
 

1
 
 

別
建
て
の
制
度
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

尾
形
 
そ
こ
が
新
制
度
で
一
番
 
 

の
問
題
点
だ
。
若
い
人
に
比
べ
て
 
 

病
気
に
な
り
や
す
く
、
医
療
費
が
 
 

多
く
か
か
る
ハ
イ
リ
ス
ク
な
グ
ル
 
 

ー
プ
を
分
離
し
て
制
度
を
作
る
と
 
 

い
う
の
は
、
社
会
保
険
本
来
の
考
 
 

－
 
新
制
度
の
評
価
は
。
 
 
 

山
崎
 
高
齢
者
と
現
役
世
代
 
 

が
、
高
齢
者
の
医
療
費
を
ど
の
よ
 
 

う
に
負
担
す
る
か
の
ル
ー
ル
が
明
 
 

確
に
な
り
、
高
齢
者
を
社
会
全
体
 
 

で
し
っ
か
り
支
え
る
仕
組
み
が
で
 
 

き
た
。
細
か
い
問
題
点
を
改
善
し
 
 

つ
つ
、
当
面
、
こ
の
制
度
を
続
け
 
 

75歳で線引き後期高齢者医療  

4
月
に
始
ま
っ
た
後
期
高
齢
者
 
 

医
療
制
度
（
長
寿
医
療
制
度
）
で
、
 
 

7
5
歳
以
上
が
若
い
世
代
と
別
建
て
 
 

の
制
度
と
さ
れ
た
こ
と
が
議
論
を
 
 

呼
ん
で
い
る
。
高
齢
者
の
医
療
費
 
 

を
享
ス
る
仕
組
み
は
、
ど
う
あ
る
 
 

べ
き
か
。
 
 

聞
き
手
・
社
会
保
障
部
 
石
崎
浩
 
 

え
方
を
逸
脱
し
て
い
る
。
 
 
 

I
ど
う
あ
る
．
べ
き
か
り
 
 
 

尾
形
 
病
気
に
か
か
り
や
す
い
 
 

人
も
、
そ
う
で
な
い
健
康
な
人
も
、
 
 

幅
広
く
細
入
さ
せ
て
リ
ス
ク
を
分
 
 

散
す
る
の
が
、
本
来
の
あ
り
方
だ
。
 
 

高
齢
化
が
急
速
に
進
む
中
で
、
社
 
 

会
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
は
、
年
齢
 
 

て
い
く
べ
き
だ
。
 
 
 

－
 
な
ぜ
、
高
齢
者
が
別
建
て
 
 

の
制
度
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
 
 
 

山
崎
 
こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健
 
 

制
度
で
は
、
老
人
医
蝶
費
の
負
担
 
 

を
公
平
化
す
る
た
め
、
各
医
療
保
 
 

険
制
度
の
間
で
財
政
調
整
を
行
っ
 
 

て
い
た
。
だ
が
、
健
康
保
険
組
合
 
 

障
害
 
 

おがたひろや  

尾形 裕也氏 器  九
州
大
教
授
。
旧
厚
生
省
保
険
局
な
ど
を
経
て
 
 

2
0
0
－
年
か
ら
現
職
。
社
会
保
障
審
議
会
医
紫
 
 

郎
会
委
員
。
専
門
は
医
療
経
営
・
管
理
学
。
5
6
歳
。
 
 

神
奈
川
県
立
保
健
福
祉
大
教
授
。
上
智
大
教
授
 
 

を
経
て
0
3
年
か
ら
現
職
。
編
著
に
「
医
療
制
度
改
革
 
 

と
保
険
者
機
能
」
。
専
門
は
社
会
保
障
論
。
髭
歳
。
 
 
 

やまさきやすひこ  

碁 山崎 春彦氏  
●ポイント●   

「
エ
イ
ジ
ズ
ム
」
の
制
度
は
、
賢
 
 

明
な
政
策
選
択
と
思
え
な
い
。
 
 
 

－
 
年
齢
で
区
切
る
と
ど
う
な
 
 

る
か
。
′
 
 
 

尾
形
 
以
前
の
老
人
保
健
制
度
 
 

で
も
、
名
医
療
保
険
制
度
が
高
齢
 
 

に
か
か
わ
り
の
な
い
「
エ
イ
ジ
フ
 
 

リ
ー
」
で
設
計
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 

今
回
の
よ
う
に
年
齢
で
区
切
る
 
 

主
張
し
、
老
人
保
健
制
度
を
支
持
 
 

す
る
政
治
勢
力
は
な
か
っ
た
。
そ
 
 

こ
で
∵
高
齢
者
に
も
応
分
の
保
険
 
 

は
拠
出
金
負
担
が
増
え
、
労
使
と
 
 

も
に
強
く
反
発
し
て
い
た
。
一
方
、
 
 

日
本
医
師
会
は
7
5
歳
以
上
を
切
り
 
 

離
し
、
財
源
の
9
割
を
税
で
ま
か
 
 

な
う
別
建
て
を
求
め
て
い
た
。
政
 
 

治
的
に
も
与
野
党
と
も
に
改
革
を
 
 

世
代
間
対
立
強
ま
る
恐
れ
 
 

日
本
の
医
療
保
険
制
虔
は
、
 
 

①
主
に
大
企
業
が
設
け
て
い
 
 

る
健
靡
保
険
組
合
②
中
小
企
 
 

業
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
政
府
曽
掌
 
 

健
康
保
険
③
自
営
業
者
や
無
職
 
 

の
人
な
ど
が
加
入
す
る
市
町
村
 
 

の
国
民
健
康
保
険
 
－
 
に
制
度
 
 

が
分
か
れ
て
い
る
。
今
年
3
月
 
 

現
役
と
別
建
て
現
実
的
 
 

者
の
た
め
の
費
用
を
負
担
し
て
い
 
 

た
。
た
だ
、
各
制
度
に
は
、
若
い
 
 

世
代
だ
け
で
な
く
高
齢
者
も
加
入
 
 

し
て
い
た
の
で
、
今
回
の
制
度
と
 
 

比
べ
れ
ば
、
ま
だ
し
も
理
解
を
得
 
 

や
す
か
っ
た
。
新
制
度
で
は
若
い
 
 

加
入
者
が
「
自
分
た
ち
の
制
度
に
 
 

7
5
歳
以
上
の
人
が
ま
っ
た
く
加
入
 
 

し
て
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
後
期
高
 
 

齢
者
医
療
制
度
に
多
額
の
支
援
金
 
 

を
払
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
の
 
 

か
」
と
い
う
疑
問
を
持
つ
の
で
は
。
 
 
 

－
 
各
制
度
が
支
払
う
支
援
金
 
 
 

山
崎
 
確
か
に
、
老
い
も
若
き
 
 

も
、
富
め
る
人
も
貧
し
い
人
も
、
 
 

同
じ
制
度
の
中
で
支
え
合
う
の
が
 
 

本
来
の
姿
だ
と
思
う
。
だ
が
、
日
 
 

本
の
医
済
保
険
は
分
立
し
、
高
齢
 
 

者
は
国
民
健
康
保
険
に
、
現
役
世
 
 

代
は
健
康
保
険
組
合
な
ど
の
被
用
 
 

料
負
担
を
求
め
つ
つ
、
税
を
重
点
 
 

的
に
投
入
し
、
現
役
世
代
か
ら
も
 
 

支
援
す
る
独
立
方
式
に
な
っ
た
。
 
 
 

－
高
齢
者
も
現
役
世
代
と
同
 
 

じ
制
度
に
加
入
さ
せ
る
べ
き
だ
と
 
 

い
う
主
張
も
あ
る
。
 
 

倭
 
 

催
険
 
 

民
保
 
 

国
 
 

l
日
岡
齢
書
か
ら
は
保
険
料
徴
 
 

収
に
つ
い
て
反
発
の
声
が
強
い
。
 
 
 

尾
形
 
高
齢
者
の
負
担
は
こ
れ
 
 

か
ら
さ
ら
に
増
え
る
が
、
若
い
世
 
 

代
の
負
担
も
増
え
る
。
今
後
は
支
 
 

援
金
の
支
払
い
が
か
さ
み
、
現
役
 
 

に
つ
い
て
、
ど
う
考
え
る
か
。
 
 
 

尾
形
 
社
会
保
険
は
、
加
入
者
 
 

が
互
い
に
連
帯
し
て
書
見
台
う
制
 
 

度
だ
。
加
入
し
て
い
な
い
人
の
た
 
 

め
の
支
援
金
を
出
さ
せ
る
の
は
、
 
 

理
屈
が
通
ら
な
い
。
財
産
権
の
侵
 
 

害
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
 
 

ま
で
の
老
人
保
健
制
度
で
は
、
 
 

7
5
歳
以
上
の
高
齢
者
を
各
医
安
 
 

保
険
に
加
入
さ
せ
た
ま
ま
で
、
 
 

制
度
間
で
財
政
調
整
を
行
っ
て
 
 

い
た
。
 
 
 

新
制
度
で
は
、
7
5
歳
以
上
の
 
 

保
険
給
付
に
必
要
な
財
源
に
つ
 
 

い
て
、
1
剖
を
高
齢
者
本
人
の
 
 

の
合
意
を
得
る
の
は
難
し
い
。
今
 
 

回
の
制
度
改
正
も
、
川
年
以
上
に
 
 

わ
た
っ
て
議
論
を
続
け
た
末
に
、
 
 

や
っ
と
こ
の
形
に
落
ち
着
い
た
。
 
 

当
面
、
高
齢
者
に
限
定
し
て
社
会
 
 

連
帯
の
基
盤
を
強
化
し
た
と
い
う
 
 

こ
と
で
、
現
実
的
な
対
応
と
亭
ス
 
 

老
僕
険
に
偏
り
、
制
度
間
の
所
得
 
 

格
差
も
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
国
 
 

う
d
 
 

民
健
康
保
険
が
姥
捨
て
山
に
な
っ
 
 

て
し
ま
う
。
制
度
の
一
本
化
と
か
、
 
 

制
度
間
の
徹
底
し
た
財
政
調
整
を
 
 

求
め
る
意
見
も
あ
る
が
、
関
係
者
 
 保

険
料
、
4
割
を
現
役
世
代
の
 
 

各
医
療
保
険
制
度
か
ら
の
支
援
 
 

金
、
残
る
5
割
を
税
で
ま
か
な
 
 

う
と
い
う
負
担
の
ル
ー
ル
が
明
 
 

確
に
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
サ
ラ
 
 

リ
ー
マ
ン
の
被
扶
糞
者
だ
っ
た
 
 

7
5
歳
以
上
の
人
も
、
新
た
に
保
 
 

険
料
を
徴
収
さ
れ
る
。
 
 
 

世
代
の
健
康
保
険
料
率
を
引
き
上
 
 

げ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
 
 

今
は
高
齢
者
の
反
発
ば
か
り
が
目
 
 

立
つ
が
、
こ
れ
か
ら
若
い
世
代
か
 
 

ら
の
反
発
も
し
だ
い
に
強
ま
り
、
 
 

世
代
間
の
対
立
感
憎
が
先
鋭
化
す
 
 

せ
ぐ
 
 

る
可
能
性
が
危
倶
さ
れ
る
。
 
 
 

－
 
諸
外
国
の
例
は
。
 
 
 

尾
形
 
日
本
が
手
本
に
し
て
き
 
 

た
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
、
国
 
 

民
の
大
多
数
が
対
象
と
な
る
本
格
 
 

的
な
医
察
保
険
制
度
を
採
用
し
て
 
 

い
る
国
に
は
、
年
齢
で
制
度
を
区
 
 

切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
 
 
 

－
－
ど
ん
な
改
革
が
必
要
か
。
 
 
 

尾
形
 
高
齢
者
も
若
い
世
代
と
 
 

同
じ
制
度
に
加
入
さ
せ
、
保
険
料
 
 

や
窓
口
で
の
一
部
負
担
を
同
じ
扱
 
 

る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

－
 
線
引
き
さ
れ
る
年
齢
が
7
5
 
 

歳
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
。
 
 
 

山
崎
 
そ
こ
は
再
検
討
の
余
地
 
 

が
あ
る
。
私
自
身
は
、
6
5
歳
以
上
 
 

の
独
立
方
式
を
提
案
し
て
い
た
。
 
 

年
金
は
原
則
6
5
歳
か
ら
支
給
、
介
 
 

護
保
険
も
主
な
給
付
対
象
は
6
5
歳
 
 

以
上
な
の
で
、
高
齢
者
医
療
も
6
5
 
 

歳
以
上
と
す
れ
ば
、
年
金
、
医
療
、
 
 

介
護
と
も
に
世
代
間
扶
養
の
理
念
 
 

に
基
づ
い
た
一
体
的
な
運
営
が
可
 
 

能
に
な
る
。
さ
ら
に
、
医
療
と
介
 
 

護
の
連
携
を
強
化
し
て
効
率
化
す
 
 

る
た
め
、
高
齢
者
医
療
と
介
護
保
 
 

険
は
将
来
、
地
域
保
険
と
し
て
統
 
 

合
す
べ
き
だ
。
 
 
 

－
 
実
現
性
を
ど
う
見
る
か
。
 
 

い
と
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
医
 
 

寮
保
険
制
度
の
年
齢
構
成
に
応
じ
 
 

て
費
用
負
担
を
制
度
間
で
調
整
す
 
 

る
「
リ
ス
ク
構
造
調
整
」
の
仕
組
 
 

み
を
導
入
す
べ
き
だ
。
 
 
 

－
 
保
険
料
と
税
を
ど
う
組
み
 
 

合
わ
せ
る
か
。
 
 
 

字
形
 
同
罠
医
療
要
約
3
3
兆
円
 
 

（
0
5
年
度
）
の
財
源
構
成
を
見
る
 
 

と
、
保
険
料
は
4
9
％
と
半
分
を
切
 
 

り
、
税
が
3
6
％
、
あ
と
は
患
者
の
 
 

自
己
負
担
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
 
 

る
。
税
の
割
合
が
か
な
り
高
い
た
 
 

め
、
財
務
省
な
ど
か
ら
医
療
費
抑
 
 

制
の
圧
力
を
か
け
ら
れ
や
す
く
、
 
 

医
師
不
足
な
ど
医
寮
の
さ
ま
ざ
ま
 
 

な
ひ
ず
み
を
生
ん
で
い
る
。
中
長
 
 

期
的
に
は
税
の
投
入
を
抑
え
、
保
 
 

険
料
を
引
き
上
げ
な
い
と
、
高
齢
 
 

者
医
療
だ
け
で
な
く
、
医
療
全
体
 
 

が
貧
弱
に
な
っ
て
し
亭
つ
恐
れ
が
 
 

あ
る
。
 
 
 

山
崎
 
今
の
7
5
歳
以
上
と
同
じ
 
 

よ
う
に
5
割
を
税
で
ま
か
な
う
場
 
 

合
、
は
る
か
に
多
く
の
税
財
源
が
 
 

必
要
に
な
る
。
税
制
改
革
に
よ
る
 
 

増
税
が
不
可
欠
な
の
で
、
す
ぐ
に
 
 

対
象
年
齢
を
6
5
歳
ま
で
引
き
下
げ
 
 

る
こ
と
は
、
現
実
に
は
難
し
い
。
 
 
 

1
年
金
か
ら
の
保
険
料
天
引
 
 

き
に
、
不
満
の
声
が
多
い
。
 
 
 

山
崎
 
天
引
き
に
よ
っ
て
市
町
 
 

村
の
事
務
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
高
 
 

齢
者
本
人
に
と
っ
て
も
、
自
分
で
 
 

約
め
る
よ
り
便
利
に
な
る
。
低
所
 
 

得
者
の
負
担
軽
減
策
を
講
じ
た
上
 
 

で
、
天
引
き
は
続
け
る
べ
き
だ
。
 
 
 

－
 
野
党
は
制
度
の
廃
止
を
主
 
 

張
し
て
い
る
が
。
 
 
 

山
崎
 
た
だ
単
に
廃
止
し
て
、
 
 

元
の
老
人
保
健
制
度
に
戻
せ
と
い
 
 

う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
無
責
任
だ
。
 
 

関
係
者
の
合
意
を
得
ら
れ
る
、
現
 
 

実
的
な
対
案
を
示
す
べ
き
だ
。
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る
「
一
本
化
 
 

論
」
。
そ
の
 
 

中
聞
が
制
度
 
 

な
論
点
と
現
実
に
考
え
う
る
 
 

改
革
の
方
向
に
つ
い
て
、
私
 
 

見
を
述
べ
て
み
た
い
。
 
 
 

医
庶
保
険
制
度
改
革
論
の
 
 

両
極
に
位
置
す
る
の
が
、
披
 
 

用
音
と
自
営
業
者
の
グ
ル
ー
 
 

プ
長
生
踵
に
わ
た
っ
て
分
離
 
 

す
る
「
突
き
抜
け
方
式
論
」
 
 

と
、
両
者
を
完
全
に
統
合
す
 
 

基
本
方
針
は
 
 

安
協
の
産
物
 
 
 

来
年
の
医
療
保
険
制
皮
改
 
 

革
に
向
け
て
、
社
会
保
障
審
 
 

議
会
の
審
議
が
最
終
段
階
を
 
 

迎
え
て
い
る
。
テ
ー
マ
は
、
 
 

政
府
が
二
〇
〇
三
年
の
「
基
 
 

本
方
針
」
で
掲
げ
た
、
新
た
 
 

な
高
爺
書
医
罪
制
度
の
創
 
 

設
、
保
険
者
の
再
宗
、
診
讃
 
 

報
酬
体
系
の
見
直
し
の
三
 
 

つ
。
本
稿
で
は
高
齢
者
医
涙
 
 

制
圧
の
創
撃
老
中
心
に
、
主
 
 

分
立
を
前
提
に
し
た
上
で
の
 
 

「
財
政
調
整
論
」
で
、
そ
の
 
 

一
つ
が
年
齢
構
成
や
所
得
水
 
 

準
な
ど
保
険
者
の
買
任
に
帰
．
 
 

し
が
た
い
構
造
的
要
医
に
着
 
 

目
し
た
「
リ
ス
ク
構
造
調
塵
 
 

論
」
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
基
本
方
針
 
 

は
、
七
十
五
歳
以
上
の
後
期
 
 

七
十
五
歳
以
上
の
後
期
高
齢
者
を
対
象
に
し
た
新
た
な
医
療
保
険
制
度
の
保
険
者
 
 

は
市
町
村
し
か
あ
り
え
ず
、
国
・
都
道
府
県
に
よ
る
重
層
的
支
援
体
制
が
必
要
で
あ
 
 

る
。
ま
た
、
保
険
医
僚
機
関
の
指
定
や
診
療
報
酬
の
決
定
な
ど
医
療
に
阻
す
る
権
限
 
 

を
固
か
ら
地
方
に
移
諾
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
 
 

■戯■＝．に闇糊  

造
に
着
目
し
た
制
度
間
の
財
 
 

政
鋼
撃
官
提
案
し
て
い
る
。
 
 

保
険
者
に
つ
い
て
は
、
政
府
 
 

管
掌
健
康
保
険
と
国
民
健
康
 
 

保
険
を
、
い
ず
れ
も
都
道
府
 
 

県
単
位
を
軸
に
再
編
統
合
す
 
 

る
冥
を
示
し
た
。
 
 
 

高
齢
化
進
展
の
影
響
が
今
 
 

後
一
層
壁
書
に
な
る
た
め
、
 
 

苛
酷
書
に
つ
い
て
は
一
本
化
 
 

し
た
独
立
保
険
を
創
設
し
、
 
 

六
十
五
歳
以
上
七
十
五
歳
末
 
 

満
の
前
期
高
齢
者
は
年
齢
横
 
 

下
 
 

＞
 
 

＞
 
 

象
に
し
た
公
寅
主
体
の
高
齢
 
 

者
医
療
別
宅
民
主
党
と
連
 
 

合
は
突
き
抜
け
方
式
、
国
民
 
 

健
康
保
険
関
係
団
体
は
一
連
 
 

化
を
目
指
し
っ
つ
当
面
は
リ
 
 

ス
ク
構
造
調
撃
乞
求
め
て
い
 
 

た
。
こ
れ
ら
隔
た
り
の
大
き
 
 

な
譜
提
案
に
配
慮
す
れ
ば
、
 
 

基
本
方
針
の
よ
う
な
折
票
案
 
 

に
な
ら
ぎ
る
を
簿
な
い
。
 
 
 

ま
た
、
前
回
の
〓
〇
〇
二
 
 

年
改
正
で
、
老
人
医
療
制
定
 
 

の
対
象
を
七
十
五
続
以
上
に
 
 

引
き
上
げ
、
公
資
負
担
割
合
 
 

を
原
則
五
〇
％
に
拡
大
す
る
 
 

と
と
も
に
、
被
用
看
保
険
か
 
 

ら
国
保
へ
財
政
支
援
す
る
退
 
 

職
者
医
庶
制
度
の
対
象
章
一
〕
 
 

十
玉
穂
未
満
ま
で
に
広
げ
 
 

た
レ
基
本
方
針
は
、
こ
の
流
 
 

れ
を
徹
底
す
る
も
の
と
み
る
 
 

こ
と
も
で
き
よ
う
。
 
 

基
本
方
針
が
改
革
の
対
象
を
 
 

高
齢
者
医
ま
に
絞
っ
た
の
は
 
 

理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
七
 
 

十
五
歳
を
境
に
独
立
保
険
と
 
 

財
政
調
整
と
い
う
異
質
の
制
 
 

度
を
並
立
さ
せ
る
の
は
、
説
 
 

得
力
に
乏
し
い
。
利
害
調
整
 
 

の
可
能
性
と
現
行
制
度
か
ら
 
 

の
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
に
配
慮
 
 

し
た
、
妥
協
の
産
物
だ
ろ
う
。
 
 
 

基
本
方
針
の
策
定
前
、
自
 
 

民
党
内
で
は
六
十
五
歳
以
上
 
 

妄
対
象
と
し
た
独
立
保
険
方
 
 

式
が
有
力
視
さ
れ
、
日
本
医
 
 

師
会
は
七
十
五
歳
以
上
を
対
 
 
 

国
保
の
枠
内
で
整
備
 
 

国
・
都
道
府
県
の
厚
い
支
援
を
 
 

書
と
し
て
、
極
め
て
深
刻
な
 
 

財
取
運
営
に
直
面
し
て
い
る
 
 

市
町
村
が
、
夢
二
の
保
険
と
 
 

し
て
後
期
高
齢
者
医
綬
制
度
 
 

の
保
険
者
牽
嬰
っ
こ
と
は
到
 
 

底
困
難
」
と
し
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
医
綬
の
地
域
性
 
 

や
福
祉
と
の
連
携
な
ど
か
ら
 
 

み
て
、
保
険
者
は
地
域
に
、
 
 

そ
れ
も
市
町
村
に
基
本
毒
置
 
 

く
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
 
 

広
域
連
合
や
市
町
村
か
ら
独
 
 

立
し
た
公
法
人
の
創
設
も
検
 
 

討
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
 
 

舎
で
も
被
保
険
者
の
資
格
管
 
 

理
や
保
険
料
の
徴
収
は
市
町
 
 

村
で
な
け
れ
ば
邑
難
だ
ら
課
 
 

題
は
市
町
村
に
対
す
る
国
・
 
 

都
道
府
県
の
重
層
的
支
援
体
 
 

制
の
整
備
で
あ
る
。
 
 
 

市
町
村
合
併
の
進
展
に
よ
 
 

っ
て
、
市
町
村
の
保
険
者
と
 
 

筆
者
は
、
改
革
を
高
齢
者
 
 

医
環
に
限
定
す
る
の
で
あ
れ
 
 

ば
、
六
十
五
歳
以
上
を
対
象
 
 

と
す
る
独
立
保
険
（
将
来
的
 
 

に
は
高
能
書
介
護
と
統
合
）
 
 

が
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
 
 

た
。
し
か
し
、
錯
綜
（
さ
く
 
 

そ
う
）
し
た
利
等
閑
係
の
も
 
 

と
で
実
現
は
困
難
な
状
況
に
 
 

あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
 
 

基
本
方
針
毒
ベ
ー
ス
に
漸
進
 
 

的
改
善
案
を
提
案
し
た
い
。
 
 

公
費
負
担
割
合
 
 

検
討
の
課
題
に
 
 
 

後
期
高
齢
者
対
象
の
独
立
 
 

保
険
の
成
昏
は
、
保
険
者
の
 
 

担
い
手
に
か
か
っ
て
い
る
。
 
 

有
力
視
さ
れ
て
い
る
の
は
市
 
 

町
村
だ
が
、
全
国
市
長
会
は
 
 

「
国
保
・
介
護
保
険
の
保
険
 
 

は
、
介
護
保
険
と
同
機
に
す
 
 

べ
て
の
高
齢
書
か
ら
個
人
単
 
 

位
で
、
年
金
か
ら
特
別
徴
収
 
 

す
る
。
た
だ
、
七
十
五
歳
以
 
 

上
と
七
十
五
歳
末
清
の
人
口
 
 

比
で
保
険
料
総
額
を
単
純
に
 
 

配
分
し
て
保
険
料
の
水
準
を
 
 

決
め
れ
ば
、
七
十
五
歳
未
満
 
 

の
負
担
が
重
く
な
り
す
ぎ
 
 

る
。
高
齢
者
に
負
担
能
力
に
 
 

応
じ
た
負
担
を
求
め
る
と
と
 
 

も
に
、
世
代
間
の
医
療
保
険
 
 

料
水
準
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
 
 

す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

国
と
地
方
の
公
費
負
担
割
 
 

合
も
検
討
課
層
に
な
ろ
う
。
 
 

現
行
の
老
人
医
療
は
堅
二
分
 
 

の
ニ
、
地
方
三
分
の
一
に
対
 
 

し
、
介
護
保
険
は
そ
れ
ぞ
れ
 
 

二
分
の
t
で
あ
る
。
そ
の
た
 
 

め
、
長
期
入
院
の
高
齢
者
が
 
 

退
院
し
介
帯
保
険
施
設
に
抒
 
 

し
て
の
基
盤
は
強
化
さ
れ
 
 

る
。
ま
た
、
現
状
で
も
国
保
 
 

は
高
齢
者
の
約
八
割
毒
力
バ
 
 

ー
し
て
お
り
、
残
る
二
副
長
 
 

新
た
に
引
き
受
け
る
に
す
ぎ
 
 

な
い
。
第
l
ニ
の
保
険
の
創
設
 
 

よ
り
も
、
後
期
帯
斡
者
毒
す
 
 

べ
て
国
保
の
披
保
険
者
と
す
 
 

る
の
が
現
実
的
だ
ろ
一
つ
。
 
 
 

そ
の
う
え
で
、
後
期
高
齢
 
 

者
の
医
肩
菜
の
財
源
は
保
険
 
 

料
と
公
費
で
l
一
分
の
一
ず
つ
 
 

負
担
し
、
保
険
料
は
高
台
被
 
 

保
険
者
の
ほ
か
、
七
十
五
歳
 
 

未
満
の
書
か
ら
も
「
社
会
連
 
 

帯
的
保
険
料
」
を
求
め
る
。
 
 

帯
飴
被
保
険
書
の
保
険
料
 
 

山
崎
 
春
彦
 
 

神
奈
川
県
立
保
健
福
祉
大
学
教
授
 
 

な
ど
と
同
じ
国
保
の
禎
保
険
 
 

者
と
し
、
被
用
看
保
険
と
国
 
 

保
が
加
入
者
致
に
応
じ
て
前
 
 

期
高
麗
書
の
医
涙
苧
乞
負
担
 
 

す
る
仕
組
み
に
改
め
る
方
向
 
 

だ
ご
し
れ
に
よ
り
、
現
行
以
 
 

上
に
制
度
間
の
財
政
網
整
が
 
 

諜
化
さ
れ
る
。
 
 
 

所
得
水
準
に
つ
い
て
も
保
．
 
 

険
財
漁
に
よ
る
調
整
妄
求
め
 
 

る
声
が
あ
る
が
、
所
得
捕
捉
 
 

の
格
差
が
あ
る
現
状
で
は
、
 
 

被
用
者
グ
ル
ー
プ
の
合
憲
を
 
 

得
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。
 
 

被
用
者
保
険
と
国
保
の
所
得
 
 

水
準
の
調
整
は
、
従
来
ど
お
 
 

り
国
庫
負
担
に
よ
ら
ざ
る
を
 
 

な
い
。
 
 
 

検
討
毒
筆
す
る
の
は
禎
用
 
 

音
保
険
制
度
問
の
調
整
で
あ
 
 

る
。
現
行
の
退
職
者
医
家
制
 
 

震
の
拠
出
金
に
は
国
庫
負
担
 
 

る
と
、
地
方
の
負
担
が
重
く
 
 

な
り
が
ち
だ
と
い
う
問
漕
が
 
 

あ
る
。
医
潔
か
ら
介
護
へ
シ
 
 

フ
ト
さ
せ
社
会
的
入
院
左
解
 
 

消
す
る
上
で
も
、
国
と
地
方
 
 

の
負
担
割
合
は
介
護
保
険
と
 
 

の
整
合
性
を
図
る
必
要
が
あ
 
 

る
。
国
や
都
道
府
県
の
負
担
 
 

に
つ
い
て
も
、
医
讃
費
総
額
 
 

に
応
じ
た
定
率
配
分
で
は
な
 
 

く
、
高
齢
者
の
所
得
水
準
の
 
 

調
整
の
ほ
か
、
藍
誓
毒
正
 
 

化
努
力
を
促
す
イ
ン
セ
ン
チ
 
 

イ
ブ
を
組
み
込
む
ペ
き
だ
。
 
 
 

前
期
高
齢
者
に
つ
い
て
 
 

は
、
退
職
者
医
環
制
度
を
廃
 
 

止
し
て
退
職
者
を
自
営
業
者
 
 

が
つ
か
ず
、
被
用
者
保
険
の
 
 

各
保
険
暑
が
報
酬
総
額
に
応
 
 

じ
て
負
担
し
て
い
る
。
一
方
、
 
 

介
護
保
険
と
老
人
医
讃
の
保
 
 

険
者
負
担
は
加
入
書
数
に
応
 
 

じ
た
負
担
で
あ
り
、
政
管
健
 
 

保
の
負
担
分
に
は
国
庫
負
担
 
 

が
配
分
さ
れ
て
い
る
。
リ
ス
 
 

ク
構
造
調
整
の
観
点
か
ら
す
 
 

る
と
、
退
職
者
医
環
の
方
式
 
 

が
望
ま
し
い
。
 
 
 

前
期
高
弟
看
医
環
制
度
の
 
 

最
大
の
論
点
は
、
被
用
看
保
 
 

険
の
被
扶
養
者
か
ら
の
保
険
 
 

料
徴
収
の
是
非
で
あ
ろ
う
。
 
 

個
人
単
位
の
後
期
高
齢
者
医
 
 

環
制
度
で
は
す
べ
て
の
高
齢
 
 

者
か
ら
保
険
料
を
徴
収
す
る
 
 

一
万
、
被
用
著
保
険
の
被
扶
 
 

筆
者
で
あ
る
前
期
高
齢
者
か
 
 

ら
は
保
険
料
を
徴
収
し
な
 
 

い
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
 
 

な
い
。
と
な
る
と
、
若
年
の
 
 

披
扶
葉
書
か
ら
の
保
険
料
徴
 
 

収
も
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
 
 

る
。
こ
の
問
題
は
、
年
金
の
 
 

第
三
号
被
保
険
者
の
間
男
に
 
 

ま
で
波
及
す
る
可
能
性
が
あ
 
 

る
。
 
 

医
療
の
権
限
 
 

地
方
に
移
譲
 
 
 

基
本
方
針
で
は
、
政
管
健
 
 

保
の
財
政
連
誉
を
都
道
府
県
 
 

単
位
と
し
、
年
齢
構
成
と
所
 
 

得
水
準
を
調
整
し
た
上
で
、
 
 

都
道
府
県
ご
と
に
医
療
費
水
 
 

準
毒
保
険
料
水
準
に
反
映
さ
 
 

せ
る
。
保
険
料
率
の
試
声
で
 
 

ば
、
最
高
が
北
海
道
、
最
低
 
 

が
長
野
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
 
 

り
、
医
蝶
保
険
制
度
全
体
が
 
 

お
お
む
ね
地
域
単
位
に
再
編
 
 

さ
れ
、
被
用
書
保
険
と
国
保
 
 

が
と
も
に
地
域
で
医
療
と
向
 
 

き
合
い
、
保
険
者
機
能
の
強
 
 

化
に
向
け
て
連
携
で
き
る
。
 
 

基
本
方
針
の
中
で
は
、
筆
者
 
 

は
こ
の
提
琴
官
長
も
高
く
評
 
 価

す
る
。
 
 
 

ま
た
、
今
年
の
国
保
制
度
 
 

改
革
で
、
国
保
に
都
道
府
県
 
 

負
担
が
導
入
さ
れ
た
。
三
位
 
 

一
体
改
革
を
契
荏
と
す
る
も
 
 

の
だ
が
、
今
後
は
匠
保
の
基
 
 

盤
強
化
と
地
域
医
醗
の
充
実
 
 

に
向
け
て
、
都
道
府
県
の
横
 
 

極
的
関
与
を
求
め
た
い
。
 
 
 

彗
岸
県
は
健
康
増
進
計
 
 

画
や
地
域
医
療
計
画
の
策
定
 
 

に
か
か
わ
っ
て
い
る
が
、
医
 
 

屏
提
供
者
と
の
関
係
に
お
け
 
 

る
決
定
的
な
権
限
は
、
保
険
 
 

医
肩
機
関
の
指
定
・
保
険
医
 
 

の
豊
録
で
あ
る
。
現
状
で
は
、
 
 

こ
れ
ら
の
権
限
は
厚
生
労
働
 
 

相
の
重
任
を
受
け
た
地
方
社
 
 

会
保
険
事
梼
局
長
に
あ
り
、
 
 

都
道
府
県
は
ま
っ
た
く
関
与
 
 

し
な
い
。
 
 

一
方
、
介
護
保
険
の
事
業
 
 

者
の
指
定
は
、
都
道
府
県
と
 
 

市
町
村
（
介
碑
保
険
法
改
正
 
 

後
の
地
紋
窮
曹
型
サ
ー
ビ
 
 

ス
）
が
行
う
ら
医
綬
保
険
で
 
 

も
地
方
に
権
限
を
移
譲
す
る
 
 

べ
き
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
 
 

診
屏
報
酬
の
決
定
に
お
い
て
 
 

も
地
方
に
我
先
権
を
与
え
て
 
 

は
ど
う
か
。
国
保
や
高
齢
者
 
 

医
讃
に
都
道
府
県
の
財
政
負
 
 

担
左
求
め
て
い
る
割
に
は
、
 
 

権
限
の
移
譲
が
遅
れ
て
い
る
 
 

よ
う
に
思
う
。
 
 
 

年
金
と
逢
っ
て
、
サ
ー
ビ
 
 

ス
の
提
供
と
利
用
ガ
地
域
で
 
 

完
諾
す
る
医
療
・
福
祉
に
つ
 
 

い
て
は
、
構
造
的
格
差
を
全
 
 

国
レ
ベ
ル
で
網
整
し
っ
つ
、
 
 

地
域
レ
ベ
ル
で
給
付
と
負
担
 
 

の
均
衡
を
図
る
、
分
権
的
・
 
 

自
律
的
シ
ス
テ
ム
の
溝
渠
左
 
 

目
指
す
べ
き
だ
。
 
 
 

や
ま
さ
き
・
や
す
ひ
こ
 
 

4
5
年
生
ま
れ
。
横
浜
市
立
大
 
 

卒
。
上
智
大
教
授
－
姦
て
現
 
 

職
。
専
門
は
社
会
保
障
論
 
 
 



長寿医療制度と国民健康保険の一体化に関する舛添大臣の私案のイメ馳ぎ  

＜現行＞  ＜見直し後＞  

65歳  
－ 1■  ■  

匪雨音戻蘭   国 保  

市町村単位  
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（制度のねらい）  li（今後解決すべき課題）※諾糸馴ま1年を目途に検討  
l靂  

…：サ高齢者の保険料に配慮しながら、制度を叩体化  
する具体的な方法や、財政調整の仕組み。  

：≡し空‥地土或の国保保険料を統一する際の激変緩和措乱  

＝  

＝  

：：し豊ノ都道府県が運営主体を引き受けてくれるための  

l笥 条件整備  
＝  

＝  

靂  

：土 制度としては、年齢にかかわらず一本化。  
疇  

E  

≡そ国保を都道府県単位とすることで、国保の財政が  
目 安定化。  
l  

：③地土或医療において、都道府県が主体白勺な役割を栗  
■ たす。  
1  

－  

L・－ 一 一 －－－ － － －－・一 一・一 一 一 一・－ － －・・一 一・－ 一 一・■－・－ － － － － ■・－ －・－・－」－ －、・－．．．．．＿．＿．＿．＿ －．．＿．＿＿＿．＿．＿．＿。＿ ▲，．」．．＿、▲ 一 ＿ ＿．．＿．．．＿．i＿＿．＿．止。、L＿、－．、▲＿、1   



県単位の大型バス   



問題の核心を見極めろ   

急
増
す
る
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
 
 
 

原
則
七
十
五
歳
以
上
（
一
定
の
障
害
の
あ
 
 

る
六
十
五
歳
以
上
を
含
む
）
の
高
齢
者
約
一
 
 

三
〇
〇
万
人
を
対
象
に
し
た
後
期
高
齢
者
医
 
 

涜
制
度
（
通
称
、
長
寿
医
療
制
度
）
が
今
四
 
 

月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
。
厚
生
労
働
省
（
以
 
 

下
、
厚
労
省
）
の
不
手
際
や
説
明
不
足
も
あ
 
 

っ
て
評
判
が
悪
い
。
新
制
度
で
は
、
職
巣
に
 
 

関
係
な
く
加
入
者
全
員
が
個
人
単
位
で
保
険
 
 

料
を
負
担
す
る
の
が
大
き
な
特
徴
だ
。
各
額
 
 

こ
れ
ま
で
夫
や
子
供
の
被
扶
養
者
だ
っ
た
 
 

人
た
ち
は
、
当
面
は
軽
減
措
置
が
と
ら
れ
る
 
 

が
、
最
終
的
に
は
介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
、
 
 

平
均
し
て
月
一
万
円
程
度
に
な
る
。
こ
の
ほ
 
 

か
に
病
医
院
に
か
か
っ
た
場
合
は
、
一
〇
％
 
 

（
現
役
並
み
所
得
者
は
三
〇
％
）
の
自
己
負
担
 
 

が
課
せ
ら
れ
る
。
 
 
 

後
期
高
齢
者
と
い
え
ど
も
相
当
の
負
担
を
 
 

課
す
の
は
、
二
〇
〇
六
～
二
〇
一
二
年
の
わ
 
 

ず
か
六
年
間
で
、
わ
が
国
の
七
十
五
歳
以
上
 
 

人
口
が
二
三
・
六
％
も
増
、
ろ
る
（
国
立
社
会
 
 

保
障
■
人
口
問
題
研
究
所
「
日
本
の
将
来
推
計
 
 

人
口
〔
平
成
十
四
年
一
月
推
計
〕
」
）
か
ら
だ
。
 
 

二
〇
〇
八
年
版
の
高
齢
社
会
白
書
に
よ
れ
ば
、
 
 

二
〇
五
五
年
に
は
総
人
口
の
二
六
・
五
％
に
 
 

達
す
る
と
い
う
。
事
実
、
三
三
兆
円
を
超
え
 
 

た
わ
が
国
の
国
民
医
寮
費
を
見
て
も
、
七
十
 
 

五
歳
以
上
の
医
療
費
は
九
兆
五
三
三
六
億
円
 
 

と
全
体
の
約
三
割
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
 
 

二
〇
二
五
年
度
に
は
医
寮
給
付
費
は
五
六
兆
 
 

円
に
増
え
、
そ
の
内
の
半
分
は
後
期
高
齢
者
 
 
 

が
占
め
る
と
い
う
推
計
も
あ
る
。
 
 
 

一
人
当
た
り
医
療
費
で
見
る
と
、
二
〇
〇
 
 

新
制
度
は
寄
り
道
だ
 
 

問
題
の
核
心
を
見
極
め
ろ
 
 

川
渕
孝
一
／
東
京
医
科
貴
大
学
大
学
院
教
授
 
 

一
八
万
円
以
上
の
年
金
受
給
者
の
保
険
料
は
 
 

介
護
保
険
と
同
様
、
各
自
の
年
金
か
ら
天
引
 
 

き
さ
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
各
一
八
万
円
以
下
の
 
 

低
年
金
者
と
、
高
齢
女
性
に
多
い
と
い
わ
れ
 
 

る
無
年
金
者
は
、
免
除
か
と
思
っ
た
ら
大
間
 
 

違
い
。
自
ら
保
険
料
を
振
り
込
む
。
一
年
以
 
 

上
の
滞
納
者
に
は
保
険
料
を
支
払
う
ま
で
全
 
 

額
負
担
の
「
資
格
証
」
が
交
付
さ
れ
る
。
 
 
 

保
険
料
は
、
被
保
険
者
の
所
得
別
額
（
所
 
 

得
に
応
じ
て
負
担
す
る
部
分
）
と
均
等
割
額
 
 

五
年
度
で
は
、
七
十
五
歳
未
満
が
二
〇
・
三
 
 

万
円
な
の
に
対
し
、
七
十
五
歳
以
上
の
後
期
 
 

高
齢
者
で
は
、
八
四
万
二
五
〇
〇
円
と
四
倍
 
 

を
超
え
る
。
し
た
が
っ
て
今
後
は
、
高
齢
者
、
 
 

特
に
七
十
五
歳
以
上
の
医
療
費
を
ど
う
適
正
 
 

化
す
る
か
が
国
民
的
課
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

通
常
、
医
寮
費
の
抑
制
策
と
し
て
考
え
ら
 
 

れ
る
の
は
窓
口
負
担
の
引
き
上
げ
だ
。
だ
が
、
 
 

こ
れ
も
も
う
限
界
に
達
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
 
 

療
養
病
床
と
い
う
長
期
の
入
院
を
要
す
る
医
 
 

療
機
関
で
は
、
自
己
負
担
の
ほ
か
に
食
費
・
 
 

居
住
費
が
自
賛
と
な
り
、
全
部
で
七
・
五
～
 
 

一
〇
・
五
万
円
か
か
る
。
O
E
C
D
三
〇
ヵ
 
 

国
の
中
で
こ
れ
だ
け
の
窓
口
負
担
を
お
年
寄
 
 

り
に
課
し
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
だ
。
 
 
 

そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
、
七
十
五
歳
以
上
 
 

の
お
年
寄
り
に
も
一
定
の
負
担
を
し
て
も
ら
 
 
 

っ
て
皆
で
支
、
ろ
合
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
 
 

新
制
度
は
妥
協
の
産
物
 
 

舛
添
要
一
厚
生
労
働
相
は
理
念
自
体
に
問
 
 
 

題
は
な
い
と
い
う
が
、
予
期
し
な
か
っ
た
ト
 
 
 

ラ
ブ
ル
が
表
面
化
し
て
い
る
。
 
 

（
す
べ
て
の
人
が
等
し
く
負
担
す
る
部
分
）
の
 
 

合
計
額
と
な
る
。
都
道
府
県
単
位
の
後
期
高
 
 

齢
者
医
横
広
域
連
合
ご
と
に
計
算
さ
れ
る
の
 
 

で
、
住
ん
で
い
る
異
に
よ
っ
て
保
険
料
は
異
 
 

な
る
。
厚
生
年
金
受
給
額
二
〇
八
万
円
（
年
 
 

額
・
単
身
者
）
の
場
合
は
、
平
均
月
額
六
二
 
 

〇
〇
円
（
厚
労
省
試
算
）
で
、
最
高
の
福
岡
 
 

規
（
八
月
七
九
円
）
と
最
低
の
長
野
児
（
五
 
 

九
七
五
円
）
と
で
は
一
・
四
二
倍
の
開
き
が
 
 

あ
る
（
二
〇
〇
七
年
十
一
月
二
十
六
日
付
『
し
 
 

ん
ぶ
ん
赤
旗
』
）
。
 
 

一
番
の
問
題
は
、
厚
労
省
の
事
前
の
調
査
 
 

不
足
も
あ
っ
て
保
険
料
が
思
い
の
ほ
か
高
い
 
 

こ
と
。
従
前
の
国
民
健
康
保
険
料
と
比
べ
て
 
 

国
は
「
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
」
「
低
所
得
 
 

者
ほ
ど
下
が
る
」
な
ど
と
説
明
し
て
い
た
が
、
 
 

む
し
ろ
保
険
料
が
上
が
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
 
 
 

特
に
低
所
得
者
に
と
っ
て
、
な
け
な
し
の
 
 

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
は
死
活
問
題
だ
。
 
 

あ
き
れ
た
こ
と
に
、
序
労
省
は
七
十
五
歳
以
 
 

上
の
お
年
寄
り
が
払
っ
て
い
た
国
民
健
康
保
 
 

険
の
保
険
料
と
新
制
度
の
保
険
料
が
ど
の
程
 
 

度
変
化
し
た
か
を
こ
れ
か
ら
調
べ
る
と
い
、
㌔
 
 

年
金
と
同
様
、
最
近
の
厚
労
省
の
事
務
手
続
 
 

き
は
あ
ま
り
に
ず
さ
ん
だ
。
全
国
的
な
非
難
 
 

の
大
合
唱
を
受
け
、
さ
す
が
の
政
府
・
与
党
 
 

も
低
所
得
者
の
保
険
料
を
軽
減
す
る
対
策
を
 
 

講
じ
る
方
針
を
示
し
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
本
当
に
国
民
が
目
を
向
け
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
一
連
の
厚
労
省
の
 
 

不
祥
事
よ
り
む
し
ろ
制
度
設
計
そ
の
も
の
だ
。
 
 
 

促
に
、
政
府
が
激
変
緩
和
措
置
を
講
じ
た
 
 
 

と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
過
性
の
話
に
す
ぎ
な
 
 
 

い
。
と
い
う
の
は
、
高
齢
者
の
保
険
料
は
二
 
 

．
ヾ
1
－
●
ヽ
．
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問題の核心を見極めろ  

年
ご
と
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
 
 

医
療
費
が
推
計
ど
お
り
伸
び
続
け
れ
ば
、
保
 
 

険
料
の
水
準
が
高
齢
者
の
経
済
力
を
超
え
て
 
 

し
ま
い
、
破
綻
す
る
危
険
性
も
は
ら
ん
で
い
 
 

る
か
ら
だ
。
ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
。
 
 
 

ま
ず
第
一
は
七
十
五
歳
で
線
引
き
し
、
 
 

「
独
立
型
」
に
し
た
功
罪
。
 
 
 

そ
も
そ
も
医
療
制
度
改
革
が
議
論
さ
れ
た
 
 

の
は
二
〇
〇
〇
年
九
月
の
社
会
保
障
制
度
審
 
 

議
会
に
遡
る
。
つ
ま
り
、
八
年
越
し
の
議
論
 
 

な
の
で
あ
る
。
同
番
議
会
は
「
新
し
い
世
紀
 
 

に
向
け
た
社
会
保
障
」
を
森
総
理
大
臣
（
当
 
 

時
）
に
提
出
し
た
が
、
医
療
に
つ
い
て
は
、
 
 

年
金
と
同
様
、
「
今
後
と
も
社
会
保
険
方
式
 
 

を
基
本
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
 
 

た
だ
け
で
、
何
一
つ
、
目
新
し
い
も
の
が
な
 
 

か
っ
た
。
国
民
が
求
め
て
い
る
の
は
、
医
療
 
 

制
度
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
な
の
に
、
こ
れ
が
ま
 
 

っ
た
く
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
1
 
 
 

そ
う
し
た
中
で
、
厚
労
省
は
、
二
〇
〇
一
 
 

年
九
月
二
十
五
日
、
二
〇
〇
〇
年
度
実
施
を
 
 

目
指
す
医
療
制
度
改
革
試
案
「
少
子
高
齢
社
 
 

会
に
対
応
し
た
医
療
制
度
の
構
築
」
を
ま
と
 
 

さ
ら
に
現
行
の
制
度
の
仕
組
み
は
変
え
ず
に
、
 
 

各
制
度
の
年
齢
構
造
を
調
整
す
る
こ
と
で
公
 
 

平
化
を
図
る
と
い
う
案
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
 
 

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
い
ず
れ
の
案
を
採
 
 

択
し
て
も
、
国
民
の
負
担
が
増
え
る
と
い
う
 
 

こ
と
だ
。
 
 
 

ま
た
、
同
じ
独
立
型
で
も
「
経
団
遵
案
」
 
 

と
「
医
師
会
案
」
で
は
全
く
異
な
る
。
一
見
 
 

す
る
と
、
線
引
き
す
る
年
齢
対
象
の
み
が
異
 
 

な
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
①
公
費
負
担
、
 
 

②
事
業
者
負
担
、
③
現
役
負
担
、
④
高
齢
者
 
 

負
担
、
さ
ら
に
は
⑤
国
民
一
人
当
た
、
り
負
担
 
 

の
世
代
間
格
差
1
と
い
う
点
で
大
き
く
異
 
 

な
る
。
た
と
え
ば
経
団
連
案
で
は
、
従
来
の
 
 

老
優
拠
出
金
廃
止
に
よ
る
事
業
主
負
担
の
軽
 
 

減
と
追
加
的
な
消
費
税
の
影
響
の
た
め
、
現
 
 

役
世
代
・
前
期
高
齢
者
・
後
期
高
齢
者
で
ほ
 
 

ぼ
同
水
準
の
負
担
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 
 

〝
医
療
保
障
〟
を
ベ
ー
ス
と
し
た
医
師
会
案
 
 
 

は
、
後
期
高
齢
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
と
し
 
 
 

て
お
り
、
こ
の
案
を
採
用
す
る
と
、
由
来
の
 
 
 

制
度
以
上
に
現
役
世
代
と
後
期
高
齢
者
と
の
 
 
 

世
代
間
格
差
が
拡
大
す
る
。
ま
さ
に
両
者
は
、
 
 

め
、
同
日
の
政
府
・
与
党
社
会
保
障
改
革
協
 
 

議
会
に
報
告
し
た
。
 
 
 

同
試
案
は
、
今
後
の
幅
広
い
制
度
改
革
論
 
 

議
の
た
た
き
台
と
し
て
集
約
し
た
も
の
で
、
 
 

①
改
革
の
基
本
方
向
、
②
高
齢
者
医
療
制
度
 
 

の
見
直
し
を
軸
と
す
る
持
続
可
能
で
安
定
的
 
 

な
医
寮
保
険
制
度
の
構
築
、
③
予
防
や
医
療
 
 

提
供
体
制
に
関
す
る
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
の
 
 

改
革
－
の
三
本
柱
で
構
成
さ
れ
る
。
厚
労
 
 

省
が
自
信
を
持
っ
て
発
表
し
た
試
案
だ
っ
た
 
 

が
、
こ
れ
も
す
こ
ぶ
る
評
判
が
悪
か
っ
た
。
 
 

そ
の
理
由
は
、
小
泉
内
閣
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
 
 

る
「
痛
み
を
伴
う
構
造
改
革
」
を
バ
ッ
ク
に
 
 

待
ち
に
待
っ
た
試
案
だ
っ
た
が
、
蓋
を
開
け
 
 

て
み
れ
ば
既
存
の
枠
組
み
を
ベ
ー
ス
と
し
た
 
 

「
当
面
の
打
開
案
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
 
 

だ
。
こ
こ
に
「
官
僚
依
存
改
革
の
限
界
」
を
 
 

感
じ
る
わ
け
だ
が
、
か
と
言
っ
て
日
本
の
政
 
 

治
家
に
保
険
の
一
元
化
や
目
的
消
費
税
の
導
 
 

入
な
ど
の
抜
本
策
を
打
ち
出
せ
る
逸
材
は
い
 
 

な
い
。
そ
こ
で
同
試
案
を
中
心
に
、
厚
労
省
 
 

は
医
療
制
度
改
革
を
進
め
た
。
 
 
 

二
〇
〇
一
年
十
一
月
二
十
九
日
に
政
府
・
 
 

「
同
床
異
夢
」
の
関
係
に
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
三
日
で
高
齢
者
医
療
制
度
 
 

と
言
っ
て
も
お
互
い
の
利
害
が
錯
綜
す
る
の
 
 

で
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
そ
こ
で
考
え
出
 
 

さ
れ
た
の
が
、
す
べ
て
の
団
体
の
意
見
を
少
 
 

し
ず
つ
取
り
入
れ
た
「
妥
協
の
産
物
」
だ
っ
 
 

た
。
つ
ま
り
、
こ
の
制
度
は
最
初
か
ら
問
題
 
 

を
は
ら
ん
だ
仕
組
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

将
来
、
制
度
は
維
持
で
き
る
の
か
 
 
 

従
来
の
老
人
保
健
制
度
で
は
、
七
十
五
歳
 
 

以
上
の
人
は
国
保
ま
た
は
健
保
組
合
・
政
管
 
 

健
保
に
加
入
し
て
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
た
。
 
 

老
人
保
健
制
度
は
市
町
村
が
運
営
、
一
定
の
 
 

財
政
調
整
の
仕
組
み
で
、
健
保
は
加
入
者
割
 
 

合
に
応
じ
て
老
人
保
健
医
療
を
賄
う
拠
出
金
 
 

を
支
払
っ
て
い
た
。
こ
の
仕
組
み
を
抜
本
的
 
 

に
変
え
て
独
立
し
た
の
が
今
回
の
制
度
だ
。
 
 
 

従
来
の
老
人
保
健
制
度
の
財
政
は
、
公
費
 
 

四
六
・
五
％
＋
公
乳
拠
出
金
一
二
・
七
％
を
 
 

合
わ
せ
た
約
六
割
を
公
費
が
担
っ
て
い
た
が
、
 
 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
公
費
負
担
割
合
 
 
 

は
約
五
割
に
滅
る
。
ま
さ
に
、
財
務
省
の
 
 

与
党
か
ら
厚
労
省
案
と
〝
瓜
二
つ
〟
の
「
医
 
 

療
制
度
改
革
大
綱
」
が
示
さ
れ
、
同
制
度
は
 
 

〇
六
年
六
月
の
第
一
六
四
通
常
国
会
で
、
無
 
 

修
正
で
成
立
し
て
い
る
。
筆
者
も
参
考
人
と
 
 

し
て
自
説
を
述
べ
た
が
、
そ
の
か
い
空
し
く
 
 

与
党
強
行
採
決
で
可
決
し
た
。
 
 
 

実
は
、
厚
労
省
の
試
案
が
出
る
前
ま
で
は
、
 
 

高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
議
論
が
白
熱
し
 
 

て
い
た
。
 
 
 

そ
の
一
つ
が
七
十
五
歳
以
上
も
し
く
は
六
 
 

十
五
歳
以
上
を
対
象
に
独
立
し
た
制
度
を
つ
 
 

く
り
、
医
療
費
の
六
五
～
九
〇
％
を
公
費
で
 
 

賄
う
と
い
う
「
独
立
方
式
」
。
日
本
医
師
会
 
 

お
よ
び
経
団
連
が
提
唱
し
て
い
た
。
こ
れ
に
 
 

対
し
て
健
保
組
合
の
全
国
組
織
で
あ
る
健
保
 
 

連
や
連
合
は
「
突
き
抜
け
方
式
」
を
主
張
。
 
 

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
定
年
後
に
無
職
に
な
っ
て
 
 

も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
国
保
や
老
人
医
療
 
 

に
任
せ
っ
ば
な
し
に
せ
ず
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
 
 

の
健
保
で
面
倒
を
見
る
と
い
う
考
え
方
だ
。
 
 
 

こ
の
ほ
か
に
、
す
べ
て
の
健
保
制
度
の
統
 
 

合
二
本
化
を
図
る
と
い
う
、
国
民
健
保
の
 
 

団
体
や
市
長
会
、
町
村
長
会
が
主
張
す
る
案
。
 
 

〝
一
人
勝
ち
″
で
あ
る
。
保
険
料
は
医
療
給
 
 

付
費
の
一
〇
％
で
設
定
。
し
か
し
、
国
保
や
 
 

健
保
か
ら
拠
出
さ
れ
る
支
援
金
は
四
〇
％
が
 
 

上
限
と
さ
れ
、
後
期
高
齢
者
の
数
が
増
え
れ
 
 

ば
後
期
高
齢
者
の
負
担
が
増
や
さ
れ
る
。
こ
 
 

の
部
分
が
こ
の
制
度
の
最
大
の
弱
点
で
あ
る
。
 
 

年
金
以
外
に
新
た
な
収
入
の
目
処
が
立
た
な
 
 

い
後
期
高
齢
者
が
ど
こ
ま
で
負
担
増
に
耐
え
 
 

ら
れ
る
か
は
未
知
数
だ
。
 
 
 

特
に
、
介
護
保
険
で
〝
味
を
し
め
た
″
年
 
 

金
天
引
き
と
い
う
手
法
が
皮
肉
に
も
自
ら
の
 
 

首
を
絞
め
る
。
元
社
会
保
険
庁
長
官
・
堤
修
 
 

三
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
基
礎
年
金
 
 

か
ら
天
引
き
さ
れ
る
保
険
料
を
際
限
な
く
引
 
 

き
上
げ
る
こ
と
に
は
抵
抗
が
あ
る
」
（
〇
八
 
 

年
四
月
三
日
付
『
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
し
か
ら
だ
。
 
 
 

と
り
あ
え
ず
、
二
〇
〇
四
年
度
の
年
金
改
 
 

正
で
年
金
保
険
料
の
引
き
上
げ
を
一
八
二
二
 
 

％
に
留
め
る
こ
と
に
し
．
た
が
．
、
そ
の
将
来
は
 
 

必
ず
し
も
明
る
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
理
 
 
 

由
は
年
金
給
付
を
「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
 
 

方
式
」
に
準
拠
す
る
こ
と
に
し
た
た
め
、
経
 
 
 

済
情
勢
や
少
子
化
の
動
向
の
い
か
ん
に
よ
っ
 
 

畳 
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問題の核心を見極めろ  

負
担
の
不
均
衡
を
、
各
保
険
者
の
加
入
者
数
 
 

に
応
じ
て
調
整
す
る
仕
組
み
が
創
設
さ
れ
た
 
 

わ
け
で
あ
る
。
国
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
こ
の
財
 
 

政
調
整
で
健
保
組
合
の
負
担
は
何
と
〇
二
一
 
 

兆
円
か
ら
一
・
一
兆
円
に
ア
ッ
プ
す
る
。
し
 
 

か
し
、
実
際
の
〇
八
年
度
予
算
推
計
で
は
さ
 
 

ら
に
四
〇
〇
〇
億
円
伸
び
て
一
・
五
兆
円
に
 
 

増
え
る
と
い
う
。
ま
た
、
主
に
中
小
企
業
が
加
 
 

入
し
て
い
る
政
管
健
保
は
〇
二
ハ
兆
円
か
ら
 
 

一
・
五
兆
円
に
負
担
が
増
え
る
∩
〉
 
つ
ま
り
、
後
 
 

期
高
齢
者
の
負
担
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
現
役
 
 

世
代
の
負
担
も
増
大
す
る
の
だ
。
実
は
こ
れ
 
 

が
、
同
制
度
の
目
く
ら
ま
し
の
部
分
で
あ
る
。
 
 
 

確
か
に
、
未
曾
有
の
超
高
齢
社
会
に
向
け
 
 

て
世
代
内
扶
助
と
世
代
間
扶
助
の
組
み
合
わ
 
 

せ
は
あ
る
程
度
必
要
だ
が
、
一
つ
間
違
う
と
、
 
 

新
た
な
世
代
間
対
立
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
 
 

あ
る
。
現
に
現
役
世
代
の
「
給
与
表
」
（
健
 
 

康
保
険
料
）
の
表
記
は
、
「
基
本
保
険
料
」
 
 

と
「
特
定
保
険
料
」
に
区
分
さ
れ
る
。
「
特
 
 

定
保
険
料
L
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
へ
の
支
 
 

援
金
と
前
期
高
齢
者
医
療
へ
の
納
付
金
で
あ
 
 
 

る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
区
分
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
 
 

て
は
、
老
後
に
十
分
な
年
金
給
付
を
享
受
で
 
 

き
な
い
可
能
性
が
出
て
き
た
か
ら
だ
。
 
 
 

年
金
に
は
老
後
の
生
活
保
障
と
い
う
側
面
 
 

が
あ
り
、
特
に
、
今
の
高
齢
者
無
職
世
帯
に
 
 

は
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
総
務
庁
統
 
 

計
局
の
資
料
（
二
〇
〇
四
年
）
に
よ
れ
ば
、
 
 

高
齢
無
職
世
帯
の
一
カ
月
当
た
り
の
平
均
収
 
 

入
は
二
〇
万
一
六
二
円
で
、
そ
の
う
ち
の
公
 
 

的
年
金
な
ど
の
社
会
保
障
給
付
の
割
合
は
七
 
 

八
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
消
費
支
 
 

出
は
二
五
万
七
二
三
〇
円
で
、
可
処
分
所
得
 
 

一
七
万
五
五
〇
九
円
を
八
万
一
七
三
円
上
 
 

回
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
高
齢
者
無
職
世
帯
 
 

の
家
計
は
支
出
超
過
に
な
っ
て
い
る
の
だ
♪
 
 

不
足
分
は
貯
蓄
を
取
り
崩
し
て
賄
っ
て
い
る
 
 

と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
今
後
も
可
能
か
 
 

ど
う
か
で
あ
る
。
 
 
 

同
資
料
に
よ
れ
ば
高
齢
無
職
世
帯
の
貯
蓄
 
 

現
在
高
は
約
二
一
八
五
万
円
で
、
そ
の
う
ち
 
 

の
五
三
・
九
％
は
定
期
性
預
貯
金
が
占
め
て
 
 

い
る
。
し
か
し
、
貯
蓄
高
は
、
世
帯
間
に
バ
 
 

ラ
ツ
キ
が
多
く
、
三
〇
〇
〇
万
円
以
上
の
高
 
 

額
世
帯
が
全
体
の
二
四
・
〇
％
を
占
め
て
い
 
 

よ
っ
て
、
高
齢
者
医
療
区
分
と
し
て
天
引
き
 
 

さ
れ
る
金
額
に
対
す
る
不
満
が
醸
成
さ
れ
る
 
 

と
、
〝
姥
捨
て
促
進
制
度
″
に
発
展
す
る
恐
 
 

れ
が
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
が
制
度
改
革
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
と
 
 

厚
労
省
の
高
官
は
豪
語
し
て
い
る
が
、
む
し
 
 

ろ
日
本
の
美
徳
で
あ
る
〝
絆
社
会
″
の
崩
壊
 
 

を
危
惧
す
る
の
は
筆
者
だ
け
だ
ろ
う
か
。
 
 

医
療
費
総
額
抑
制
よ
り
歳
入
増
大
を
！
 
 

わ
が
国
の
皆
保
険
制
度
は
世
界
に
冠
た
る
 
 

素
晴
ら
し
い
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
今
後
も
維
 
 

持
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
 
 

は
、
歳
出
を
抑
制
す
る
か
、
歳
入
を
増
や
す
 
 

し
か
な
い
。
 
 
 

こ
れ
ま
で
高
齢
者
の
医
療
費
を
抑
え
込
も
 
 

う
と
、
政
府
穂
高
齢
者
の
自
己
負
担
額
を
引
 
 

き
上
げ
て
き
た
が
、
そ
の
効
果
は
芳
し
く
な
 
 
 

。
 
 
 

Ⅵ
開
府
の
「
構
造
改
革
評
価
報
告
書
－
医
 
 

療
制
度
改
革
」
に
よ
れ
ば
、
所
得
の
高
い
高
 
 

齢
者
の
負
担
は
一
一
〇
〇
二
年
に
一
別
か
ら
二
 
 

割
に
な
っ
た
が
、
外
来
診
療
日
数
の
低
下
は
 
 

る
一
方
で
、
六
〇
〇
万
円
未
満
の
世
帯
が
二
 
 

一
・
九
％
存
在
す
る
。
 
 

〝
老
若
論
争
″
が
辞
社
会
の
崩
壊
に
 
 
 

い
ま
一
つ
の
懸
念
事
項
は
〝
老
若
戦
争
〟
 
 

の
危
険
性
を
秘
め
て
い
る
点
だ
。
 
 
 

後
期
高
齢
者
医
東
新
度
の
運
営
は
都
道
府
 
 

規
単
位
と
な
り
「
適
正
化
目
標
」
に
達
し
な
 
 

い
場
合
は
、
厚
労
大
臣
が
他
の
府
巣
と
異
な
 
 

る
診
療
報
酬
を
導
入
で
き
る
よ
う
に
な
る
 
 

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
、
第
 
 

一
四
条
）
。
例
え
ば
、
本
来
、
∵
点
＝
一
〇
 
 

円
だ
が
、
九
円
に
引
き
下
げ
る
こ
と
も
で
き
 
 

る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
一
人
当
た
り
 
 

老
人
医
療
費
の
高
い
福
岡
県
や
北
海
道
の
お
 
 

年
寄
り
は
〝
バ
ッ
シ
ン
グ
〟
を
受
け
る
か
も
 
 

し
れ
な
い
。
 
 
 

さ
ら
に
、
恐
ろ
し
い
の
は
、
同
制
度
の
支
 
 

援
金
の
算
定
に
は
、
今
四
月
か
ら
保
険
者
に
 
 

義
務
づ
け
た
特
定
検
診
・
保
健
指
導
の
推
進
 
 

に
よ
る
医
療
費
の
適
正
化
の
仕
掛
け
が
組
み
 
 

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
 
 

ば
、
被
用
者
保
険
の
医
療
費
の
抑
制
が
進
め
 
 

ば
、
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
は
高
く
な
 
 

る
。
換
言
す
れ
ば
、
後
期
高
齢
者
医
療
卸
度
 
 

の
支
援
金
の
増
減
（
最
大
で
一
〇
％
）
が
メ
 
 

タ
ボ
対
策
の
多
寡
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
 

い
う
こ
と
だ
。
〝
ア
メ
ど
ム
チ
〟
政
策
が
高
 
 

じ
る
と
↓
お
前
が
肥
え
て
い
る
か
ら
支
援
金
 
 

が
増
え
た
で
は
な
い
か
」
「
0
0
健
康
保
険
 
 

組
合
が
メ
タ
ボ
対
策
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
 
 

だ
お
か
げ
で
、
七
十
五
歳
を
超
え
た
私
の
保
 
 

険
料
が
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
！
」
と
な
る
可
 
 

能
性
が
あ
る
。
市
場
原
理
も
こ
こ
ま
で
く
る
 
 

と
「
優
生
思
想
」
と
直
結
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
 
 
 

こ
の
ほ
か
、
見
逃
さ
れ
が
ち
な
の
が
、
同
 
 

制
度
と
併
せ
て
前
期
高
齢
者
（
六
十
五
～
七
 
 

十
四
歳
）
Ⅵ
医
療
費
に
係
る
財
政
調
整
制
度
 
 

も
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
と
だ
。
 
 
 

従
前
、
六
十
～
七
十
四
歳
の
人
は
、
国
保
 
 

や
健
保
に
加
入
し
て
い
た
。
そ
れ
が
新
た
な
 
 

前
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
原
則
六
十
か
 
 

ら
六
十
重
成
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
新
た
に
制
 
 

度
間
の
財
政
詞
登
別
度
が
実
施
さ
れ
た
。
 
 
 

っ
ま
り
、
六
十
五
～
七
十
四
歳
の
人
は
国
 
 

保
・
健
保
に
加
入
し
た
ま
ま
、
保
険
者
問
の
 
 

わ
ず
か
で
、
「
自
己
負
担
率
上
昇
に
よ
る
外
 
 

来
診
療
日
数
削
減
効
果
は
非
常
に
小
さ
い
」
 
 

と
し
て
い
る
。
他
方
、
一
般
の
七
十
歳
以
上
 
 

で
も
所
得
に
よ
る
影
響
の
違
い
は
統
計
的
に
 
 

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
｝
高
齢
者
を
 
 

対
象
と
し
た
医
療
費
抑
制
策
は
、
短
期
的
に
 
 

財
源
は
確
保
で
き
て
も
受
診
抑
制
効
果
は
あ
 
 

ま
り
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
が
提
案
し
 
 

た
の
が
、
経
済
指
標
と
連
動
し
た
医
療
給
付
 
 

費
の
総
額
管
理
で
あ
る
。
こ
の
案
は
と
り
あ
 
 

え
ず
見
送
り
と
な
っ
た
が
、
高
齢
者
医
療
費
 
 

の
推
移
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
再
び
浮
上
す
る
 
 

可
能
性
が
あ
る
。
 
 
 

確
か
に
医
療
費
の
伸
び
率
に
一
定
の
た
が
 
 

を
は
め
る
と
い
う
総
枠
予
算
制
は
ド
イ
ツ
や
 
 

フ
ラ
ン
ス
で
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
が
、
中
 
 

長
期
的
な
実
効
性
は
極
め
て
乏
し
い
と
言
わ
 
 

ざ
る
を
え
な
い
。
医
療
需
要
が
不
確
実
な
こ
 
 

と
に
加
、
え
、
医
療
に
は
絶
え
ず
割
高
な
技
術
 
 

進
歩
が
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
諸
外
 
 

国
に
倣
っ
て
人
頭
払
い
を
導
入
し
て
は
」
と
 
 
 

い
う
提
案
も
あ
る
が
、
や
み
く
も
に
医
療
費
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問題の核心を見撮めろ  

な
い
。
む
し
ろ
、
保
健
・
医
療
か
ら
介
護
ま
 
 

で
一
貫
し
て
提
供
す
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
」
 
 

の
導
入
が
望
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
 
 

う
か
。
 
 
 

実
際
、
厚
労
省
も
年
金
、
医
療
、
介
護
を
 
 

統
合
し
た
「
社
会
保
障
カ
ー
ド
」
を
意
識
し
 
 

て
か
、
①
医
療
・
介
護
保
険
料
の
年
金
天
引
 
 

き
に
加
え
て
、
②
共
済
年
金
の
「
職
域
加
 
 

算
」
を
廃
止
し
て
、
厚
生
年
金
と
の
一
元
化
 
 

を
図
る
、
③
高
齢
者
医
療
保
険
と
介
護
保
険
 
 

の
高
額
療
養
費
制
度
を
合
算
別
に
す
る
、
④
 
 

年
金
保
険
の
未
納
者
に
対
し
て
は
、
健
康
保
 
 

険
証
を
交
付
し
な
い
 
－
 
と
い
っ
た
方
策
を
 
 

実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
〝
信
 
 

賞
必
罰
〟
の
制
度
で
は
な
く
て
、
今
、
求
め
 
 

ら
れ
て
い
る
の
は
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
 
 

併
給
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
末
期
 
 

が
ん
や
難
病
で
苦
し
む
患
者
が
医
療
保
険
を
 
 

使
う
と
、
介
護
保
険
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
 
 

き
な
い
。
素
人
に
は
大
変
わ
か
り
に
く
い
が
、
 
 

こ
う
し
た
理
不
尽
な
制
度
が
ま
か
り
通
っ
て
 
 
 

い
る
。
仮
に
、
高
齢
者
医
療
と
介
護
保
険
制
 
 

度
の
統
合
が
進
め
ば
急
性
期
・
回
復
期
リ
ハ
 
 

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
と
医
療
の
 
 

質
の
低
下
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
 
 

む
し
ろ
歳
入
を
増
や
す
こ
と
を
考
え
た
ほ
う
 
 

が
得
策
で
は
な
い
か
。
問
題
は
そ
の
財
源
を
 
 

ど
こ
に
求
め
る
か
で
あ
る
。
 
 
 

仮
に
、
医
療
・
介
護
・
年
金
と
い
っ
た
社
 
 

会
保
障
費
の
増
大
分
を
す
べ
て
保
険
料
で
賄
 
 

ぅ
と
し
て
、
筆
者
ら
が
政
管
健
保
を
ベ
ー
ス
 
 

に
推
計
し
た
と
こ
ろ
、
二
〇
二
五
年
時
点
の
 
 

年
収
に
対
す
る
保
険
料
率
は
低
く
見
積
も
っ
 
 

て
も
三
二
・
三
％
に
も
上
る
。
 
 
 

現
在
の
保
険
料
（
医
療
八
二
一
％
、
介
護
 
 

一
・
一
三
％
、
年
金
一
四
・
九
九
六
％
、
合
計
 
 

二
四
・
三
二
六
％
）
で
も
、
か
な
り
家
計
が
 
 

逼
迫
し
て
い
る
と
い
う
の
に
、
こ
れ
だ
け
負
 
 

担
が
増
え
る
と
な
る
と
、
現
役
世
代
が
働
く
 
 

意
欲
さ
え
失
い
か
ね
な
い
。
 
 
 

で
は
、
た
び
た
び
議
論
さ
れ
て
い
る
「
社
 
 

会
保
障
・
目
的
消
費
税
L
を
導
入
す
る
の
は
 
 

ど
う
か
。
給
付
費
の
増
加
分
を
す
べ
て
目
的
 
 

消
費
税
で
賄
お
う
と
す
る
と
、
二
〇
二
五
年
 
 

に
必
要
な
目
的
消
費
税
率
は
一
五
・
三
～
一
 
 

六
二
％
。
現
在
の
消
費
税
率
が
五
％
な
の
 
 

ビ
リ
は
医
蘇
保
険
で
、
維
持
期
の
リ
ハ
ビ
リ
 
 

は
介
護
保
険
と
い
う
〝
縦
割
り
行
政
″
も
打
 
 

破
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

ち
な
み
に
、
筆
者
ら
が
高
齢
者
の
デ
ー
タ
 
 

を
依
っ
て
医
療
費
や
介
護
費
用
が
介
護
予
防
 
 

に
及
ば
す
効
果
や
そ
の
持
続
性
に
つ
い
て
検
 
 

討
し
た
と
こ
ろ
、
二
つ
の
知
見
を
得
た
。
 
 

一
つ
は
疾
病
等
に
よ
り
認
知
症
が
進
む
に
 
 

し
て
も
、
医
療
費
を
か
け
る
こ
と
は
認
知
症
 
 

の
進
行
を
遅
ら
せ
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
 
 

介
護
費
用
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
利
用
者
の
 
 

自
立
を
促
す
傾
向
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
医
療
 
 

費
や
介
護
費
用
は
、
望
ま
し
い
ア
ウ
ト
カ
ム
 
 

（
成
果
）
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
 
 

ら
に
、
認
知
症
の
程
度
と
介
護
費
用
に
は
正
 
 

の
相
関
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
医
療
費
 
 

を
増
加
さ
せ
て
認
知
症
の
程
度
を
改
善
す
る
 
 

こ
と
に
よ
り
介
護
費
用
を
恥
滅
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
。
 
 
 

い
ま
一
つ
は
、
医
療
費
に
は
相
当
の
〝
持
 
 

続
性
″
が
あ
り
、
一
旦
病
気
に
な
る
と
持
続
 
 

的
に
医
療
費
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
。
特
に
、
 
 

高
齢
者
、
医
療
費
が
高
額
な
人
、
認
知
症
の
 
 

で
、
最
終
的
に
は
二
〇
二
二
⊥
一
丁
一
％
 
 

に
な
る
。
し
か
し
、
消
費
税
は
国
民
に
〝
不
 
 

人
気
な
税
金
㌔
こ
の
た
め
政
治
家
は
、
二
 
 

け
た
台
の
消
費
税
率
へ
の
移
行
は
選
択
肢
と
 
 

し
て
有
権
者
に
示
し
て
さ
、
え
こ
な
か
っ
た
。
 
 
 

高
齢
者
医
療
と
介
護
保
険
を
統
合
せ
よ
 
 
 

そ
れ
で
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
 
 
 

野
党
は
年
金
天
引
き
を
即
刻
、
廃
止
し
て
、
 
 

〇
九
年
四
月
一
日
か
ら
従
来
の
「
老
人
保
健
 
 

制
度
」
に
戻
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
 
 

の
理
由
は
、
七
十
五
歳
以
上
で
線
を
引
く
科
 
 

学
的
根
拠
な
ど
な
い
か
ら
だ
と
い
う
。
 
 
 

実
際
、
筆
者
ら
が
全
国
八
四
の
一
般
病
院
 
 

か
ら
回
収
し
た
入
院
デ
ー
タ
を
分
析
す
る
と
、
 
 

悪
性
新
生
物
で
は
確
か
に
七
十
五
歳
以
上
の
 
 

医
療
費
が
高
い
が
、
心
疾
患
や
脳
血
管
疾
患
 
 

で
は
、
七
十
五
歳
未
満
の
ほ
う
が
む
し
ろ
高
 
 

い
と
い
う
結
果
だ
っ
た
。
こ
の
推
計
が
正
し
 
 

い
と
す
れ
ば
、
マ
ク
ロ
分
析
で
よ
く
指
摘
さ
 
 

れ
る
「
お
年
寄
り
は
高
く
つ
く
」
と
い
う
 
 

〝
常
識
″
は
あ
や
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

し
か
し
、
九
九
・
九
％
の
後
期
高
齢
者
に
 
 

患
者
は
持
続
性
が
高
く
な
っ
て
お
り
、
当
該
 
 

患
者
は
、
病
苦
に
加
え
て
持
続
的
に
医
療
費
 
 

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
〝
二
 
 

重
の
負
担
〟
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

以
上
か
ら
も
多
く
の
後
期
高
蘭
者
が
負
担
 
 

増
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
際
、
安
定
し
た
 
 

財
源
を
い
か
に
確
保
す
る
か
、
即
刻
、
本
音
 
 

で
議
論
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
北
欧
並
み
 
 

に
消
費
税
を
増
や
し
て
留
保
険
制
度
を
維
持
 
 

さ
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
自
己
責
任
に
重
 
 

き
を
置
き
、
民
間
保
険
中
心
の
米
国
型
に
す
 
 

る
の
か
。
超
高
齢
社
会
に
突
入
す
る
わ
が
国
 
 

の
将
来
は
「
き
れ
い
ご
と
で
は
す
ま
さ
れ
な
 
 

い
」
。
も
ち
ろ
ん
ム
ダ
遣
い
は
排
除
し
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
も
は
や
、
先
送
り
は
不
 
 

可
能
だ
。
次
回
の
選
挙
は
社
会
保
障
を
争
点
 
 

に
す
べ
き
だ
。
国
民
も
現
実
を
直
視
す
る
必
 
 

①
 
 

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
 
 

そ
こ
で
提
案
し
た
い
の
が
、
（
後
期
）
高
 
 

齢
者
医
療
制
度
と
介
護
保
険
制
度
を
ド
ッ
キ
 
ン
グ
さ
せ
て
保
険
制
度
を
効
率
化
す
 

る
案
。
 
 

政
府
は
、
医
学
的
に
は
退
院
が
可
能
だ
が
、
 
 

受
け
皿
が
な
い
た
め
に
在
院
を
余
儀
な
く
さ
 
 

れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
的
入
院
」
を
 
 

是
正
す
る
た
め
に
、
医
按
と
介
護
を
峻
別
し
 
 

ょ
ぅ
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
「
要
医
療
」
と
 
 

「
要
介
護
」
の
線
引
き
ほ
ど
難
し
い
も
の
は
 
 

保
険
証
が
す
で
に
届
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
 
 

る
と
廃
止
に
か
か
る
コ
ス
ト
も
馬
鹿
に
な
ら
 
 

な
い
。
確
か
に
「
高
齢
者
の
医
療
保
険
料
と
 
 

介
護
保
険
料
は
ゼ
ロ
に
し
ま
す
」
と
い
う
マ
 
 

ニ
フ
ェ
ス
ト
は
お
年
寄
り
に
と
っ
て
は
魅
力
 
 

的
だ
が
、
問
題
は
タ
グ
に
し
た
財
源
を
ど
う
 
 

や
っ
て
工
面
す
る
か
で
あ
る
。
医
療
・
介
護
 
 

で
月
額
一
万
円
を
超
え
た
保
険
料
を
免
除
し
 
 

た
場
合
の
財
源
一
兆
五
六
〇
〇
億
円
（
‖
 
 

＠
一
万
円
×
一
二
カ
月
分
×
一
三
〇
〇
万
人
）
 
 

を
誰
が
ど
う
負
担
す
る
か
を
国
民
に
問
う
必
 
 

要
が
あ
る
。
二
〇
二
五
年
に
は
筆
者
の
推
計
 
 

で
は
約
四
・
六
兆
円
（
今
の
テ
七
倍
）
に
 
 

増
え
る
だ
け
に
事
は
重
大
だ
。
 
 

か
わ
ぷ
ち
こ
う
い
ち
 
完
五
九
年
富
山
県
生
ま
れ
。
 
 

一
橋
大
学
商
学
部
卒
業
。
シ
カ
．
コ
大
学
経
営
大
学
院
修
 
 

士
課
程
修
了
。
民
間
病
院
・
企
業
勤
務
の
後
、
旧
厚
生
 
 

省
国
立
医
療
・
病
院
管
理
研
究
所
な
ど
を
経
て
現
喝
 
 

専
門
は
、
医
療
経
済
学
、
医
療
政
策
、
医
業
経
営
。
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